
JP 2017-530557 A 2017.10.12

10

(57)【要約】
　エネルギーを機器に与えるために収納するための筐体
を含んだ誘導性電力伝送送信機である。筐体は、１つ以
上の側壁と、筐体の内部に交流磁界を生成するための１
つ以上のコイルとを有する。１つ以上のコイルの密度が
、１つ以上の側壁の端部からの距離と共に変動する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．底部と前記底から突き出た１つ以上の側壁とを有し、エネルギーを機器に与えるた
めに収納するための筐体と、
　ｂ．前記筐体の内部において交流磁界を生成するための１つ以上のコイルであって、前
記１つ以上のコイルの密度が初期的には前記底部からの距離の増加に伴って低下し、その
後に前記底部からの距離のさらなる増加に伴って増加する、１つ以上のコイルと、
　ｃ．前記１つ以上のコイルを駆動するための駆動回路と、
　を含む誘導性電力伝送送信機。
【請求項２】
　前記１つ以上のコイルは、前記筐体の外周に対応するように大まかに巻かれる、
　請求項１に記載の誘導性電力伝送送信機。
【請求項３】
　前記筐体は複数の側壁を有し、前記側壁のうちの１つは、他の側壁より概して高い、
　請求項１に記載の誘導性電力伝送送信機。
【請求項４】
　前記筐体は前記１つ以上のコイルと関連付けられた１つ以上の磁気透過性の要素を含む
、
　請求項２に記載の誘導性電力伝送送信機。
【請求項５】
　前記１つ以上のコイルの密度の変化は、変動する寸法を有するワイヤから前記１つ以上
のコイルを構成することによって与えられる、
　請求項２に記載の誘導性電力伝送送信機。
【請求項６】
　前記１つ以上のコイルは、Ｌｉｔｚワイヤからなる、
　請求項１に記載の誘導性電力伝送送信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘導性電力伝送（ＩＰＴ）システムの分野のものである。より具体的には、
本発明は、このようなシステムでの使用のための－新奇な構成を有する－電力送信機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰＴシステムは、確立された技術（例えば、電気歯ブラシの無線充電）及び開発中の
技術（例えば、「充電マット」上でのハンドヘルド機器の無線充電）のよく知られた領域
である。通常、プライマリ側は、１つまたは複数の送信コイルからの時変の磁界を生成す
る。この磁界は、バッテリに充電し又は機器もしくは他の負荷に電力を供給するのにその
後用いられうる適切な受信コイルにおいて、交流電流を誘導する。いくつかの例では、送
信機コイル又は受信機コイルを、共振回路を生成するためのキャパシタに接続することが
可能であり、これにより、対応する共振周波数において電力スループットと効率を増加す
ることができる。
【０００３】
　ＩＰＴシステム設計において解決されなければならない基本的な問題は、効率的な電力
伝送を確実にすることである。パフォーマンスを改善するための１つのアプローチは、専
用の充電マウントを用いる電気歯ブラシの無線充電の場合のように、送信機コイルと受信
機コイルとの正確な位置合わせを要求することであった。しかしながら、正確な位置合わ
せを要求することは、最小限のユーザの参加を伴う機器の簡単な充電及び電力供給という
、いくつかのＩＰＴシステムの主要な目的の１つを損ねてしまう。
【０００４】
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　別の種類のＩＰＴシステムは、充電（又は電力供給）パッドである。通常、これらのシ
ステムは、磁界を生成するように構成された面であって、適切な機器がその面に置かれた
ときに電力がその機器の内部の適切な受信機コイル構成によって取り出されるような面を
提供する。様々な既知の送信コイル構成がある。１つの例では、その面の真下に、そして
共通の面において、単一のコイルが配置される。そのコイルは、小さいかもしれず、した
がって、受信機コイルは、なおも、電力伝送を実現するために十分に良好にいち合わせる
必要がある。代わりに、そのコイルが大きく、面の全体の領域をカバーするかもしれない
。この例では、１つ以上の受信機がその面のどこかに置かれうる。これは、機器への充電
又は電力供給の観点でより大きい自由度を与える（すなわち、ユーザは、マットのどこか
にその危機を置くだけでよい）。しかしながら、このような構成によって生成される磁界
は一様ではなく、コイルの中央に向かって特に弱くなりうる。したがって、受信機コイル
は、その面におけるそれらの位置に応じて異なる量の電力を引き出す。
【０００５】
　第３の種類のＩＰＴシステムは、充電（又は電力供給）筐体である。通常、これらのシ
ステムは、箱を提供し、その箱は、その箱の壁又は底部に組み込まれた送信機コイルを有
する。コイルは、機器がその箱の内部に置かれた際にその機器内の適切な受信機コイル構
成によって電力が引き出されるように、その箱の内部に磁界を生成する。そのコイルは、
コイルのアレイもしくは大きいコイル、又は両方の組み合わせでありうる。しかしながら
、充電パッドに伴うものと同じ不利点が生じうる。すなわち、磁界が体積を通じて一様で
なく、中心に向けて特に弱くなる。このように、機器が筐体の中心に置かれるときにも十
分な電力伝送を確実にするために、プライマリ側の電力がより高くなければならず、これ
は、損失の増加と効率の低下をもたらす。
【０００６】
　上述のシナリオのすべてにおいて、磁界を介した電力の伝送を改善するために、（フェ
ライトなどの）高い透磁率の材料でできているレイヤ／コアが送信機または受信機に含ま
れうることが知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、改善された電力伝送特性を有する磁界を生成する送信機を提供するこ
と、又は公衆に有用な選択肢を与えることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの例示の実施形態によれば、１つ以上の側壁を有し、エネルギーを機器に与えるた
めに収納するための筐体と、前記筐体の内部において交流磁界を生成するための１つ以上
のコイルであって、前記１つ以上のコイルの密度が前記１つ以上の側壁の端部からの距離
と共に変動する１つ以上のコイルと、前記１つ以上のコイルを駆動するための駆動回路と
、を含む誘導性電力伝送送信機が提供される。
【０００９】
　別の例示の実施形態によれば、底部と前記底から突き出た１つ以上の側壁とを有し、エ
ネルギーを機器に与えるために収納するための筐体と、前記筐体の内部において交流磁界
を生成するための１つ以上のコイルであって、前記１つ以上のコイルの密度が初期的には
前記底部からの距離の増加に伴って低下し、その後に前記底部からの距離のさらなる増加
に伴って増加する、１つ以上のコイルと、前記１つ以上のコイルを駆動するための駆動回
路と、を含む誘導性電力伝送送信機が提供される。
【００１０】
　別の例示の実施形態によれば、交流磁界を生成するための１つ以上のコイルと、前記１
つ以上のコイルを駆動する駆動回路と、前記１つ以上のコイルと関連付けられた１つ以上
の磁気透過層とを含み、前記１つ以上の磁気透過層の結合された厚さが変動する、誘導性
電力送信機が提供される。
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【００１１】
　さらなる例示の実施形態によれば、交流磁界を生成するための１つ以上のコイルと、前
記１つ以上のコイルを駆動する駆動回路と、前記１つ以上のコイルと関連付けられた１つ
以上の磁気透過層とを含み、前記１つ以上の磁気透過層の透磁率が変動する誘導性電力送
信機が提供される。
【００１２】
　用語「comprise」、「comprises」、及び「comprising」は、変動する法域下において
、排他的な又は包含的な意味に起因しうると認められる。この明細書のために、そして、
別に言及されない限りは、これらの用語は、包含的な意味を有することが意図され－すな
わち、直接的な参照を用いるリスト化された要素の、そして、場合によっては他の特定さ
れていないコンポーネントまたは要素も、包含することを意味するために取りこまれてい
る。
【００１３】
　本明細書におけるいかなる先行技術への参照も、このような先行技術が共通の一般知識
の一部を形成することの認定を構成しない。
【００１４】
　本明細書に組み込まれると共にその一部を構成する添付の図面は、本発明の実施形態を
図解し、上で与えた本発明の概説と、そして、以下に与える実施形態の詳細な説明と共に
、本発明の原理を説明する助けとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の態様の実施形態による送信機の図である。
【図２】図１に示される本発明の第１の態様の別の実施形態による送信機の図である。
【図３】図１に示される送信機の断面図である。
【図４ａ】、
【図４ｂ】２つの異なる送信機によって生成される磁力線を比較する概略図である。
【図５】本発明の別の態様の実施形態による送信機の図である。
【図６】本発明の別の態様の実施形態による送信機の図である。
【図７】図６に示される送信機の断面図である。
【図７ａ】図６に示される太陽の実施形態による送信機の一部の断面図である。
【図８】図６に示される送信機の別の実施形態の断面図である。
【図９】図６の送信機によって生成される磁力線の概略図である。
【図１０】本発明の別の態様による送信機の断面図である。
【図１１ａ】、
【図１１ｂ】２つの異なる送信機によって生成される磁力線を比較する概略図である。
【図１２】本発明の別の態様による送信機の断面図である。
【図１３ａ】、
【図１３ｂ】２つの異なる送信機によって生成される磁力線を比較する概略図である。
【図１４】図１２に示される本発明の態様の別の実施形態による送信機の断面図である。
【図１５】本発明の送信機の実施形態を駆動するための駆動回路の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（コイル構成）
　図１を参照すると、本発明の実施形態によるＩＰＴシステムのための送信機１が示され
ている。送信機は、側壁３及び底部４を伴う充電筐体２の形式をとる。送信機は、筐体の
内部に時変の磁界を生成するコイル５を含む。筐体の内部に置かれた機器６は、時変の磁
界と誘導結合してその機器への充電と電力の供給のために用いられうる電流を生成する受
信機コイル７を含む。コイルは、図１における破線によって示されるように、筐体の側壁
に含まれると共に、底部と共通する面において筐体の外周に巻かれる。
【００１７】
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　送信機１は、適切な電源８に接続され、コイルが磁界を生成するようにそのコイルを駆
動するように駆動回路（不図示）が構成される。駆動回路は、コイル５が特定の用途に適
切な時変の磁界を生成するように構成される。このような駆動回路は、当業者に知られて
おり、本発明は、この事項に限定されない。
【００１８】
　誘導性で伝送された電力を受信することができる機器は、技術的に周知であり、本発明
は、任意の特定の種類に限定されない。好ましい実施形態において、機器は、底部と同一
平面の受信機コイルを含んでおり、これは、このことによって磁界の束がその底部と垂直
である場合に電力伝送が最大化されるからである。
【００１９】
　図１に示される筐体２の形状は、底面が長方形の角柱の形状をとるが、しかしながら本
発明はこの事項に限られない。当業者は、筐体を定める様々な３次元の体積（volume）に
適用するために、どのように本発明を作ることができるかを理解するだろう。例として、
図２は、筐体が単一の連続した側壁１０を有する円筒形上のものである送信機９を示して
いる。この例では、コイル１１は、図２における破線によって示されるように、大まかに
円形であり、筐体の外周の周りに巻かれる。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態において、筐体は、底部４を含む。後述するように、（フェ
ライト層などの）磁気透過層を底部に含めることによって、電力伝送を大幅に改善するこ
とができる。しかしながら、必ずしも筐体２が底部を含む必要はない。当業者は、底部を
含まない充電筐体に対してどのように本発明が適合されうるかを理解するだろう。
【００２１】
　図３を参照すると、図１に示される送信機１の縦断面図が示されている。この図は、側
壁３、底部４、コイル５、及び機器６を示している。筐体は、オプションとして、より魅
力的かつ流線型の外観を送信機に与える、送信機の内部構造を取り囲む適切な外部層１２
（例えばプラスチックのハウジング）を含むことができる。コイルは、（単位高さごとの
ループの数である）コイルの密度が大まかに高さと共に増加するように構成される。これ
により、側壁の最上部に向けて、より多くのループが「集中」する結果となる。図３に示
されるループの数は、本発明の原理を図解するのに最も助けとなるため、相対的に少ない
。現実には、ループの数は、いずれの事項にも限定されず、当業者は、ある用途において
、ループの数が数百又は数千までもありうることを理解するだろう。
【００２２】
　代わりに、本発明の別の実施形態では、その密度がある他の方式で高さと共に変動する
ようにコイルが構成されうる。例えば、コイルの密度が高さに伴って初期的には増加し、
その後に側壁の最上部へ向けて再度減少することは本発明と調和する。このような代替の
実施形態については後述する。
【００２３】
　コイル５は、連続しており、駆動回路（不図示）に直列で接続される。本発明の実施形
態において、コイルは、一連のループを形成するように繰り返し巻き回される単一の長さ
のワイヤからなる。本発明の１つの実施形態において、その単一の長さのワイヤは、ゲー
ジを変動させるワイヤの区分を含む。そのワイヤの区分は、ワイヤの長さが最も大きい直
径から最も狭い直径に徐々に変化するような適切な方法（例えばハンダ付けで）互いに接
続されうる。このように、図３に示されるコイル構成に従ってワイヤが巻かれる場合、ワ
イヤの最も狭い区分が最も密度の高いループに対応する。ワイヤが最も狭いため、ワイヤ
が一貫したゲージを有する場合よりも占有するスペースが小さくなる。ワイヤは、Ｌｉｔ
ｚタイプのワイヤを含んだ、任意の適切な通電ワイヤでありうる。Ｌｉｔｚワイヤは、Ｉ
ＰＴシステムにおいて高い周波数で動作される場合の導体における表皮効果及び近接効果
に起因する電力損失を大幅に減らすため、有益である。本発明の別の実施形態において、
１つより多くのコイルがある。各コイルは、直列に、並列に、又は他の適切な構成におい
て接続されうる。全体に、（単位高さあたりのループの数である）コイルの正味の密度は
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、本発明に従ってなおも変動しうる。
【００２４】
　本発明の利点を、本発明の実施形態による送信機１の縦断面図を示す図４ａ及び図４ｂ
においてみることができる。図４ａ及び図４ｂは、一様の密度を有するコイル構成と本発
明によるコイル構成とによってそれぞれ生成される磁界の間の比較を図解している。図４
ａにおける前者のシナリオに対して、磁束が筐体１３の壁に向かって集中し、中心１４に
向けて磁束が低い領域が存在することが観測される。ゆえに、この中心領域に置かれた受
信機への十分な電力伝送を確実にするために、送信機を通る電力潮流を増加しなければな
らない。これは、供給電力の非効率な使用をもたらす。さらに、筐体の側壁により近く置
かれた受信機は、中心に置かれたものより強い磁界を受ける。これは、受信機が、筐体の
内部の正確な位置に応じてその電力潮流を調整することを要求する。また、機器内の寄生
性の熱が増える。図４ｂは、本発明のコイル構成に従う磁界を明示する。観測されるよう
に、可変コイル密度が、筐体を渡る、より一様の磁界をもたらす。効果的に、追加の巻き
線は、磁界を筐体の内部にさらに伸ばす。これは、上述の非一様な場から生じる問題を解
決するのに役立つ。特に、筐体の内部のその位置によらず、受信機への十分な電力伝送を
確実にしながら、送信機を通る電力潮流を減らすことができる。送信機における電力潮流
を減らしたことが、非効率性を最小化し、寄生性の熱を減少させる。当業者は、図４ｂに
示される場が、本発明の原理を明示するための定性的なものであることを理解するだろう
。実際には、所望の場の特性を得るために必要な正確なコイル構成は、寸法や出力定格な
どの多くの変数に依存する。コイル構成の設計は特定の用途に適合するように調整される
必要があることが理解されるだろう。
【００２５】
　図３に戻り、充電筐体の側壁３及び底部４の内部にフェライト層１５も示されている。
当業者は、どのように磁気透過層を含める事によって電力伝送の性能を改善することがで
きるかを理解するだろう。具体的には、底部における磁気透過層は、中央により近くに磁
力線を「強制的に」分布させる。これは、全体の底部領域にわたって、より一様な場を提
供し、電力伝送を改善するのに役立つ。
【００２６】
　図５を参照すると、本発明の他の態様による送信機１を示している。この例において、
送信機は、先に述べた充電筐体２と同様の充電筐体２であるが、充電筐体２ａは、図１の
実施形態におけるように底面が長方形の角柱形状ではない不規則な形状を有する。すなわ
ち、筐体は、側壁３及び底部４を含み、接続する側壁３ｃが傾斜した上面を有するように
側壁３ａの１つが反対側の側壁３ｂと異なるサイズである。用語、上部及び下部は、底部
４との関係において用いられる。筐体２ａの実際の形状は、送信機の特定用途に依存する
が、本発明との関係でここで説明されるコイル及び透過性物質の構成は、筐体が不規則に
形成される状況に適用可能であることが理解されるべきである。
【００２７】
　後述するように、底部において（フェライト層などの）磁気透過層を含めることは、電
力伝送を大幅に改善することができる。しかしながら、図１の実施形態のように、必ずし
も筐体２ａが底部を含まなくてもよい。当業者は、底部を含まない充電筐体に本発明がど
のように適合されうるかを理解するだろう。
【００２８】
　図５の破線で示されるように、筐体２ａの内部で時変の磁界を生成するコイル５が、筐
体の側壁に含まれ、筐体の外周に底部と同一平面において巻かれる。筐体２ａの不規則な
形状は、実質的に一様の方式で筐体の内部のすべてを実質的に取り囲む磁界を生成する一
方で、不規則な形状に順応するコイル５の巻き構成を要求する。図５に図解するように、
これは、コイル５の巻き線が筐体２ａの少なくとも上部における側壁部３ａ、３ｂ及び３
ｃの上面に従うことを確実にすることにより、そして、上述の変動する密度のコイル構成
を用いることによって、達成される。したがって、筐体２ａの内部に置かれ、受信機コイ
ル７を含んだ機器６は、筐体の内部の機器の相対的な位置取りによらず、その機器の充電
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又は電力供給を可能とするための時変の磁界と誘導結合する。
【００２９】
　送信機１は適切な電源に接続され、駆動回路（不図示）は、コイルが磁界を生成するよ
うにそのコイルを駆動するように構成される。駆動回路は、コイル５が特定の用途に適切
な時変の磁界を生成するように構成される。このような駆動回路は当業者に知られており
、本発明はこの事項に限定されない。
【００３０】
　送信機コイルによって引き起こされる磁界の一様性のさらなる高度化が、図５の送信機
１を示す、図６において図解されるようなコイル構成を用いて達成されうる。図６におい
て、コイル５は、説明を補助するために、実践で図解される。図から分かるように、コイ
ル５の巻き線構成は、すでに述べたように筐体２ａの不規則形状に順応するが、図１およ
び図５の実施形態において描画されるものと異なる、変化する（単位高さあたりのループ
の数である）密度構成が用いられる。すなわち、コイルの巻き線の密度が底部４から側壁
３の上面へ単調増加する先の実施形態と異なり、図６の実施形態におけるコイルの巻き線
の密度が側壁３の下部及び上部の両方において増加し、側壁の中間部において減少する。
すなわち、筐体の上部における部分５ａ及び筐体の下部における部分５ｂの巻き線が、筐
体の中間部における部分５ｃの巻き線よりより密に配置される。これは、側壁の最上部及
び最下部に向けて、より多くのループが「集中する」結果をもたらす。図６に示されるル
ープの数は、これが本発明の原理を図解するために最も役立つため、相対的に少ない。現
実には、任意の事項においてループの数は限定されず、当業者は、いくつかの用途におい
て、ループの数が数百又は数千でさえありうることを理解するだろう。本発明者は、この
代替のコイル巻き線構成が、誘起される磁界におけるさらに良好な一様性を提供すること
を発見した。また、この構成は、筐体の内部の要求される場を供給しながら、筐体形状、
寸法及び構成における不規則性を順応させることを可能とする。
【００３１】
　図７を参照すると、図６に示された送信機１の縦断面図が示されている。この図は、側
壁３、底部４、コイル５、及び機器６ａを示している。筐体は、オプションとして、送信
機の内部構造を取り囲む適切な外部層１２（例えばプラスチックのハウジング）を含むこ
とができる。外部層１２は、送信機１自身のための枠であってもよいし、車室又は他のイ
ンフラストラクチャのコンポーネントの一部であってもよい。機器６ａは、先の図面にお
いて図解された一般的な矩形の機器の品物ではなく、任意の形状の品物として図解されて
いる。任意の形状の機器６ａは、本発明の様々な実施形態の送信機により誘起される磁界
の一様性が、機器における受信機コイルの形状と送信機コイルに対する相対的な配向性と
の少なくともいずれかによらずに、効果的な無線の又は誘導性の電力伝送が実現されるよ
うなものであることを図解するのに用いられている。
【００３２】
　図５及び図６のコイル５は連続であり、駆動回路（不図示）に接続されうる。１つの実
施形態において、コイルは、図７に示されるように、側壁の下部及び上部でのコイル部分
５ａ及び５ｂにおいて互いに近接し、さらに、側壁の中間部でのコイル部分５ｃにおいて
離れるループを有する、一連のループを形成するように繰り返し巻き回される単一の長さ
のワイヤである。別の実施形態では、コイル５は、図８に示されるように、変動するゲー
ジのワイヤの区分を有しうる。すなわち、側壁の最高位又は最低位における区分５ｄは、
側壁の中間部の区分５ｆより太い隣接区分５ｅより太い。これらのワイヤの区分は、ワイ
ヤの長さが最も大きい直径から最も狭い直径に、さらに、側壁の高さにわたって最大の直
径まで徐々に変化するような適切な方法（例えばハンダ付けで）互いに接続されうる。ワ
イヤは、Ｌｉｔｚタイプのワイヤを含んだ、任意の適切な通電ワイヤでありうる。本発明
の別の実施形態では、１つより多くのコイルがある。各コイルは、直列に、並列に、又は
他の適切な構成で接続されうる。全体に、（単位高さあたりのループの数である）コイル
の正味の密度は、本発明に従ってなおも変動しうる。
【００３３】
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　発明者は、図７に図解されるコイル構成を用いて、所定数のループ又は巻き数、密度が
増加する部分５ａ及び５ｂにおける隣接する巻き間の間隔、及び増加された密度部分から
減少した密度部分までの所定の漸次的変化が、誘起される磁界の最適化された操作を与え
ることを発見した。図７ａは、図５及び図６に描画される規則的でない構成を伴う筐体を
有する送信機の例示の実施形態を、同様の参照番号を用いて示している。図７ａの例にお
いて、筐体２ａの底部４からの高さに伴って増加から減少してそして増加するコイルの密
度の漸次的変化を伴う、２１巻きのコイル５が提供されており、漸次的変化は筐体２ａの
局所的な構成に依存している。すなわち、図から分かるように、筐体の「より高い」側の
漸次的変化は筐体の「より低い」側における漸次的変化と異なる。
【００３４】
　特に、この例において、低い方の側壁３ａの筐体２ａの開口（例えば、充電「箱」の最
上部、ここで最上部は底部と相対的に定義される）に最も近いコイル５の部分Ａは、最も
高いコイル密度の１０巻きを有し、ここで、隣接するコイルの巻きは互いに接触し、すな
わち、隣接する巻き間に実質的なスペースはなく、その一方で、高い方の側壁３ｂの筐体
２ａの開口に最も近いコイル５の部分Ｄは、最も高いコイル密度の７巻きを有し、ここで
コイルの隣接する巻きは互いに接触している。より低い側において、この隣接するコイル
の巻き間の間隔は、１巻きに対して約１．０ｍｍに増加し、一方で、より高い側ではその
間隔は２巻きに対して約１．０ｍｍに増加する。漸次的変化は、低い側及び高い側の両側
で１巻きに対して隣接するコイルの巻き間で約３．０ｍｍに、その後に両側で１巻きに対
して約５．０ｍｍに、間隔の増加を継続する。
【００３５】
　低い側での囲まれた体積（例えば、充電「箱」）の中間部分におけるコイルの部分Ｂで
は、最小のコイル密度の３巻きが与えられ、ここでは、コイルの隣接する巻きは約６．０
ｍｍ離れており、その一方で高い側の中間部分におけるコイル５の部分Ｅでは、最小のコ
イル密度の５巻きが与えられ、ここではコイルの隣接する巻きは約７．０ｍｍ離れている
。漸次的変化は、低い側及び高い側の両方において、１巻きに対してコイルの隣接する巻
き間で約５．０ｍｍ、その後に１巻きに対して約３．０ｍｍに、その後に２つの巻きに対
して約１．０ｍｍに間隔の減少を継続する。最終的に、低い方の側壁３ａ及び高い方の側
壁３ｂでの筐体２ａの底部４に最も近いコイル５の部分Ｃ及びＦは、それぞれ、最も高い
コイルの密度のそれぞれの３巻きを有し、ここではコイルの隣接する巻きが互いに接触し
、すなわち、隣接する巻き間に実質的にスペースがない。
【００３６】
　この構成は、筐体の底部からの距離に応じた約０．０ｍｍから約７．０ｍｍまでの隣接
する巻き間の２０個の別個の間隔を伴う全２１巻きを与える。理解されるように、相対的
な間隔は、例えば、図６に描画されるように、筐体の「傾斜した」側面で持続する。
【００３７】
　本発明の提示される実施形態の利得は、図８のコイル構成を有する送信機１の縦断面図
とそれを用いて生成される磁界とを示す図９で見ることができる。図９のコイル構成によ
って生成される磁界を図４ａで描画されるコイル構成によって生成されるものと比較する
と、中央１４に向けてのより低い磁束の領域を伴う磁束が筐体１３の壁に向けて集中する
図４ａでの例と異なり、本実施形態の構成では、磁束が筐体２ａの内部にわたってより一
様であることを見ることができる。効果的に、追加の巻き線が、筐体内にさらに磁界を伸
ばす。これは、先に議論した図４ａの非一様な場から生じる問題を解決するのに役立つ。
具体的には、本発明の送信機を通る電力潮流を、筐体の内部におけるその配置によらずに
受信機に対する十分な電力伝送をなおも確実にしながら、図４ａのそれに対して減らすこ
とができる。送信機における電力潮流を減らしたことにより、非効率性が最小化され、寄
生的な熱が低減される。当業者は、本発明の原理を明示するために図９に示される磁界が
定性的であるということを理解するだろう。実際には、所望の場の特性を達成するのに必
要な正確なコイル構成は、寸法や出力定格などの多くの変数に依存する。コイル構成の設
計は特定の用途に適するように調整される必要があることが理解されるだろう。
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【００３８】
　図７及び図８に戻り、筐体２ａの側壁３及び底部４の内部の磁気透過性の要素材料１５
ａが示されている。当業者は、フェライトなどの磁気透過性の材料を含めることがどのよ
うに電力伝送の性能を改善することができるかを理解するだろう。具体的には、適切な磁
気透過性の材料が、中心の近くに磁力線を「強制的に」分布させる。これは、より一様な
場を提供するとともに全体の底部領域にわたる電力伝送を改善するのに役立つ。また、送
信機の筐体の外部の（電）磁界の生成を阻止し又はシールドする。これは、送信機の安全
性と車室などの他の電子的な又は金属の構成部品を有する環境における送信機の使用の適
合性を増進する。このシールド効果は、図７及び図８に図解されるように、要素１５ａ間
にギャップがないことを確実にすることによって、強化される。さらなる強化は、図８に
図解されるように、側壁の上面の領域における送信機コイル５を覆う磁気透過性の要素材
料のさらなる部分１５ｂを与えることによって、提供されうる。磁気透過性の材料の、可
動の蓋又はこの材料を有することも、提供されうる。効果的なシールドは、図３の実施形
態そして後述される実施形態における要素１５の構成によっても与えられる。なお、筐体
の形状／構成と図１における接続部８などの電力接続とを収納するために、磁気透過性の
要素材料がその部分を形成する枠におけるギャップを送信機のある用途が要求しうる。ギ
ャップが回避されうる又は必要な用途のいずれにおいても、磁気透過性の要素材料は、当
業者に周知のモールディング又は他の技術によって、別個の要素ではなく単一のユニット
として形成されうる。
【００３９】
　上述の充電／電力供給筐体は、独立の装置である必要はなく、既存の又は特別に設計さ
れた構造内に組み込まれてもよい。例として、机の引き出しが、本発明に従って構成され
てもよく、したがって、ユーザは、その電子機器を引き出しに置くだけが必要となり、そ
れらは充電され又は電力供給されうる。さらなる例において、車室のコンソールまたは他
の同様の要素は、本発明にしたがう送信機筐体を組み込むように構成されてもよく、した
がって、ユーザは、車のコンソールまたは同様の要素に電子機器を置くだけが必要となり
、それによりその機器の充電又は電力供給が可能となる。
【００４０】
　（磁気透過層－可変の厚さ）
　図１０を参照すると、本発明の別の態様による送信機１の断面図が示されている。この
例において、送信機は、先の実施形態に関して説明された充電筐体２と同様の充電筐体で
ある。筐体は、側壁３及び筐体の外周の周りに巻かれたコイル５を含み、すべては、適切
な外部層１２の内部に収納される。底部４に含まれるものは、メインの磁気透過層１６で
ある。上述のように、磁気透過層を含めることは、本質的に磁界を「再形成」することに
より、電力伝送を改善することができる。このメインの磁気透過層に加えて、そのメイン
の磁気透過層に隣接して置かれる追加の磁気透過層１７がある。
【００４１】
　追加の磁気透過層１７を含めた結果は、充電筐体２の中心に向かって磁気透過層の効果
的な厚さを増やすこととなる。図１０に示される本発明の実施形態において、これは、さ
らに充電筐体の中心に向かって磁界を強制することによって電力伝送を改善するのに役に
立ち、より一様の磁界をもたらす。これは、図１１ａ及び図１１ｂに示されるように、磁
力線の比較により明示される。図１１ａの前者のシナリオに対して筐体１８の壁に向けて
磁束が集中しており中心１９に向けてより磁束が低い領域が存在していることが観測され
る。これは、先の図４ａに関して説明されたものと同じ問題を生じさせる。図１１ｂは、
本発明の磁気透過層の構成に従う磁界を明示している。観測されるように、筐体２の中心
２０に向けて磁気透過層の厚さが増加することは、より一様の磁界をもたらす。これが生
じる仕組みは、追加の磁気透過層を含めることが磁気透過層の高さを生じさせ、これが、
筐体の中心を通る力線に対して、空間を通る磁路をより短くすることである。事実上、磁
界は、中心に向かって「引き付けられ」る。同等に、より厚い磁気透過層は、より長い減
少した磁気抵抗の区間を伴う磁路を与え、ゆえに、磁界がこの領域に向かうことが強制さ
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れる。より一様な磁界は、先の図４ａに関して説明されたような非一様の場から生じする
問題を解決するのに役立つ。
【００４２】
　図１０を再度参照すると、追加のブロック１７を含めることによって、磁気透過層の効
果的な厚さの増加が達成されることがわかる。当業者は、追加のブロックの相対的なサイ
ズは特定の送信機の規模及び寸法に依存することを理解するだろう。また、当業者は、一
部の用途において、互いの上に徐々に減るサイズの一連の（すなわち３つ以上の）追加の
ブロックを積み重ねること、その結果「階段ピラミッド」タイプの構成となること、ここ
で、実効的な厚さが一連の離散的な段階で変動することが適切でありうることを理解する
だろう。
【００４３】
　本発明の代替の実施形態において、磁気透過層は、可変の厚さを伴って当初に製造され
うる。この例において、厚さの変化は、（「階段ピラミッド」構成におけるような）離散
で、又は連続でありうる。当業者は、磁気透過層における可変の厚さを達成するための他
の可能な解決策があり、本発明がこの項目に限定されないことを理解するだろう。
【００４４】
　本発明の別の実施形態では、磁気透過層の厚さが、別の方式で変わってもよく、必ずし
も磁気透過層の中心に向かって増加しなくてもよい。例えば、いくつかの用途では、特定
の送信機の端部に向かってより厚い磁気透過層を有することが有益でありうる。
【００４５】
　本発明の好ましい実施形態では、磁気透過層はフェライト材料である。しかしながら、
当業者は、他の適切な材料が同一の又は同様の効果のために用いられうることを理解する
だろう。
【００４６】
　本発明について充電筐体の底部に関して説明したが、本発明はこの用途に限定されない
。当業者は、送信機に磁気透過層を含めることが有用な任意の場合において、本発明に従
ってその層の厚さを変えることが可能であり、実際に価値がありうることを理解するだろ
う。例として、充電面であって、その面と共通の面において大きいコイルを含んだ充電面
が、その面の中心に向かって厚さを増す磁気透過層を含めることによって益を得うる。こ
れは、このような充電面の中心に向かって磁界がより弱くなること（及び電力伝送の効率
が低くなること）に関連する問題を解決するのに役立つだろう。
【００４７】
　（磁気透過層－可変透磁率）
　図１２を参照すると、本発明の別の態様による、送信機１の断面図が示されている。こ
の例では、送信機は、先に述べたその充電筐体と同様の充電筐体２である。筐体は、側壁
３、及び筐体の外周に巻かれすべてが適切な外部層１２の中に収納されたコイル５を含む
。底部４に含まれるものは、磁気透過層２０である。先に述べたように、磁気透過層を含
めることは、磁界を本質的に「再形成」することにより、電力伝送を改善することができ
る。
【００４８】
　図１２における対応するグラフに示されるように、磁気透過層２０の透磁率は、充電筐
体２の幅にわたって変動し、充電筐体の中心に向かっておおまかに最大となる透磁率を有
する。図１２に示される発明の実施形態では、充電筐体の中心に向かってさらに磁界を強
制し、より一様な磁界をもたらすことにより電力伝送を改善するのに役立つ。図１３ａ及
び図１３ｂに示されるように磁力線の比較によってこれが明示される。図１３ａの前者の
シナリオに対して、磁束が筐体２１の壁に向けて集中し、中心２２に向かって磁束が低い
領域が存在することが観測される。これは、先の図４ａに関して説明されたものと同じ問
題を生じさせる。図１３ｂは、本発明の磁気透過層構成による磁界を明示している。観測
されるように、筐体の中心に向かって磁気透過層の透磁率が増すことが、より一様な磁界
をもたらす。これを生じさせる仕組みは、中心に向かって磁気透過層の透磁率を増加させ
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、磁気抵抗が減少した区間を伴う磁路をもたらし、したがって、この領域に磁界を強制す
ることである。より一様な磁界は、先の図４ａに関して説明したように、非一様な場から
生じる問題を解決するのに役立つ。
【００４９】
　再度、図１２を参照すると、磁気透過層２０が一定の厚さではあるが、連続的に透磁率
が変化することがわかる。本発明の１つの実施形態において、磁気透過層は、その透磁率
の特性のこのような連続的な変化を伴って当初に製造されうる。別の実施形態では、磁気
透過層は、その透磁率特性の離散的な変動を伴って当初に製造されうる。
【００５０】
　図１４を参照すると、底部４の内部に互いに隣接して配置される磁気透過層２３のいく
つかの区分を含んだ、本発明による送信機１の別の実施形態が示されている。この例では
、各区分の透磁率は、異なる大きさを有してもよく、これは、添付のグラフに示される透
磁率の変動をもたらす。本発明の１つの実施形態による筐体の場合、このような区分は、
磁気透過性の材料の同心円状の輪でできてもよい。
【００５１】
　本発明の別の実施形態では、磁気透過層の透磁率は、別の方式で変動してもよく、必ず
しも磁気透過層の中心に向かって増える必要はない。例えば、ある用途において、特定の
送信機の端部に向かってより高い透磁率を伴う磁気透過層を有することが有益でありうる
。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態では、磁気透過層はフェライト材料である。しかしながら、
当業者は、同一の又は同様の効果のために他の適切な材料が用いられてもよい。
【００５３】
　本発明について充電筐体の底部に関して説明したが、本発明はこの用途に限定されない
。当業者は、送信機に磁気透過層を含めることが有益な任意の場合に、本発明に従ってそ
の層の透磁率を変動させることが可能でありうるし、実際に価値がありうることを理解す
るだろう。例として、充電面であって、その面と共通の面において大きいコイルを含んだ
充電面が、その面の中心に向かって透磁率を増す磁気透過層を含めることによって益を得
うる。これは、このような充電面の中心に向かって磁界がより弱くなること（及び電力伝
送の効率が低くなること）に関連する問題を解決するのに役立つだろう。
【００５４】
　（組み合わせ）
　本発明による送信機のいくつかの態様、すなわち：可変のコイル密度；磁気透過層の可
変の厚さ；及び磁気透過層の可変の透磁率、について説明してきた。当業者は、いくつも
の方法で、これらの態様の任意のものが組み合わされうることを理解するだろう。例えば
、ある充電筐体に対して、筐体の最上部に向けて増加するコイル密度と、底部の中央に向
けて透磁率が増加する磁気透過層を含んだ底部と、を有する価値がありうる。別の例では
、充電面が、磁気透過層を含んでもよく、ここで、その層の厚さと透磁率とがその充電面
の中央に向けて次第に増加しうる。磁気透過性の材料を含む本発明の任意の実施形態では
、材料「層」又は「シールド」が、約１．０ｍｍより薄い、例えば０．５ｍｍの厚さを有
しうる。さらに、透磁率は、北川工業製のフェライトＤＳ０３７８０３のものでありうる
。
【００５５】
　送信機コイルによる時変の磁界の生成を駆動するのに用いられる駆動回路は、図１５に
示すように、電流注入トポロジを有しうる。このトポロジでは、ＤＣ電源が、インバータ
構成を用いて送信機コイルを横断する正弦曲線の電圧へと変換される。インバータは、２
つの動作モード：電力注入及び自由振動を有する。スイッチＳａが「閉じて」おりスイッ
チＳｂが「開いて」いる場合、インダクタＬ（例えば送信機コイル）と直列コンデンサＣ
とによって与えられる共振タンクが、電源に直接接続される。この期間において、電力が
共振タンクに注入される。その一方で、スイッチＳａが「開いて」おりスイッチＳｂが「
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網を形成する。共振タンクの閉路内に蓄積された電力は、コンデンサにおける電界とイン
ダクタにおける磁界の形式で振動する。スイッチの制御は、マイクロコントローラなどの
適切な制御回路によって与えられる。送信機が車室に提供される本発明の用途において、
ＤＣ電源は１２Ｖの電源でありうる。他の用途は、ＡＣ電源を要求しうるが、当業者であ
ればそれをどのように実装するかを理解するだろう。
【００５６】
　このように、より一様な磁界の生成をもたらすＩＰＴシステムのための送信機構成が提
供される。磁界がより一様であるため、送信機と受信機との間の結合の品質が改善され、
機器に電力を供給し又は充電するのに必要な電力がより低くなり、より効率的なＩＰＴシ
ステムをもたらす。さらに、機器に電力供給するために要求される電流が減るため、送信
機の近くに又はその上に置かれた機器において、寄生的な熱による損失が小さくなる。
【００５７】
　本発明についてその実施形態の説明によって図解したが、そして、その実施形態につい
て詳細に説明したが、出願人は添付の請求項の範囲を、このような詳細に制限し、いかな
る方法によっても限定することを意図していない。追加の利点及び変更は当業者にはすで
に見えているだろう。したがって、より広範な態様における本発明が、特定の詳細、代表
的な装置並びに方法、及び、示されて説明された図解例に限定されない。したがって、出
願人の一般的な発明のコンセプトの精神又は範囲から離れることなく、このような詳細か
らの離脱が行われてもよい。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】
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【図１１ｂ】 【図１２】
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【図１４】 【図１５】
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